
第
２
種
電
気
工
事
士
資
格　

 
試
験
対
策
講
座

時
／

①�

理
論
編
＝
４
月
11
・
18
・
25
日

②�

施
工
演
習
編
＝
５
月
９
・
16
・
23
日

③
実
技
編
＝
７
月
４
・
10
・
11
日

※�

各
日
曜
日
９
時
～
16
時（
７
月
10

日
の
み
土
曜
日
）

所
／
川
内
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー（
青

山
町
）

内
容
／
各
編
の
出
題
傾
向
に
基
づ
く

講
義
、
問
題
演
習

定
員
／
各
編
10
人
程
度

※�

申
込
状
況
に
よ
り
中
止
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

受
講
料
／（
教
材
代
を
含
む
）

①�

・
②
＝
１
万
５
０
０
０
円

③
＝
１
万
７
０
０
０
円

申
込
締
切
／
各
編
開
催
日
10
日
前
ま
で

申
込
方
法
／
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
の
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
に
入
力

川
内
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー

（
22
）３
８
７
３

相
談

司
法
書
士
に
よ
る
財
産
・
登

記
無
料
相
談【
要
申
込
】

時
／
３
月
11
日（
木
）13
時
30
分
～
16

時
30
分

所
／
総
合
福
祉
会
館（
永
利
町
）

内
容
／
財
産
・
登
記
の
相
談
や
金
銭

貸
借
な
ど
契
約
全
般
の
相
談

対
象
／
市
内
居
住
者（
法
人
は
除
く
）

定
員
／
先
着
６
人（
１
人
30
分
）

申
込
開
始
／
３
月
１
日（
月
）～

申
込
方
法
／
電
話

※�

受
付
時
間
は
平
日
９
時
～
17
時
15

分
市
社
会
福
祉
協
議
会
本
所

（
22
）２
３
５
５

弁
護
士
無
料
法
律
相
談　
　

【
要
申
込
】

時
／
３
月
11
日（
木
）・
19
日（
金
）・

25
日（
木
）13
時
～
16
時

所
／
本
庁
２
階　

相
談
室

※�

状
況
に
応
じ
て
電
話
相
談
と
な
る

可
能
性
あ
り

対
象
／
市
内
居
住
者（
法
人
は
除
く
）

定
員
／
各
日
先
着
６
人（
１
人
30
分
）

申
込
開
始
／
３
月
１
日（
月
）～

申
込
方
法
／
電
話

※
受
付
時
間
は
平
日
９
時
～
17
時

県
弁
護
士
会

０
９
９（
２
２
６
）３
７
６
５

県
行
政
書
士
会
川
薩
支
部
会

員
に
よ
る
無
料
相
談
会

時
／
３
月
13
日（
土
）10
時
～
15
時

所
／
川
内
文
化
ホ
ー
ル

内
容
／
相
続
、
遺
言
、
財
産
管
理
、

成
年
後
見
、
交
通
事
故
、
離
婚
問
題
、

法
的
書
類
作
成
、
行
政
手
続
き
な
ど

の
相
談

対
象
／
市
内
居
住
者

※
電
話
予
約
優
先

※�

申
込
多
数
の
場
合
、
お
受
け
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

県
行
政
書
士
会
川
薩
支
部
担
当

理
事　

徳と
く

満み
つ

（
47
）０
２
５
８

司
法
書
士
無
料
法
律
相
談　

【
要
申
込
】

時
／
３
月
26
日（
金
）13
時
～
16
時

所
／
本
庁
２
階　

相
談
室

内
容
／
主
に
多
重
債
務
の
相
談
や
金

銭
貸
借
な
ど
契
約
全
般
の
相
談

対
象
／
市
内
居
住
者（
法
人
は
除
く
）

定
員
／
先
着
６
人（
１
人
30
分
）

申
込
開
始
／
３
月
１
日（
月
）～

申
込
方
法
／
電
話

※�

受
付
時
間
は
平
日
８
時
30
分
～
17

時
15
分

本
庁
障
害
・
社
会
福
祉
課
相
談

支
援
Ｇ（

２
５
７
２
）

不
登
校
や
子
育
て
に
悩
む
人

た
ち
の「
だ
ん
で
会
」

時
／
３
月
20
日（
土
）15
時
～
19
時�

※
毎
月
第
３
土
曜
日
開
催

所
／
す
こ
や
か
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

内
容
／
不
登
校
や
子
育
て
に
悩
む
保

護
者
が
安
心
し
て
語
り
合
え
る
場

で
、お
子
様
連
れ
で
も
大
丈
夫
で
す
。

※
時
間
内
い
つ
で
も
入
退
室
可

※
参
加
無
料

サ
ー
ク
ル
だ
ん
で
ら
い
お
ん　

渋し
ぶ

田た

０
５
０（
５
５
７
９
）６
２
８
５

お
知
ら
せ

介
護
予
防
元
気
度
ア
ッ
プ　

事
業
ポ
イ
ン
ト
転
換
の　
　

団
体
受
付

　

令
和
２
年
度
介
護
予
防
元
気
度

ア
ッ
プ
事
業
ポ
イ
ン
ト
転
換
に
つ
い

て
５
人
以
上
の
団
体
に
限
り
事
前
受

付
を
行
い
ま
す
。

期
間
／
３
月
８
日（
月
）～
３
月
31
日

（
水
）

※�

個
人
の
ポ
イ
ン
ト
転
換
は
、
４
月

12
日（
月
）か
ら
の
予
定

申
請
方
法
／
申
請
さ
れ
る
団
体
全
員

分
の
印
鑑
を
押
し
た
カ
ー
ド
を
お
持

ち
の
上
、
直
接

本
庁
高
齢
・
介
護
福
祉
課
包
括

支
援
Ｇ（

２
６
７
５
）�

ま
た
は
各

支
所

市
の
施
設
使
用
料
減
免　
　

高
齢
者
団
体
は
申
請
を
‼　

　

高
齢
者
の
健
康
増
進
な
ど
を
図
る

た
め
、
高
齢
者
団
体
が
市
の
施
設
を

使
用
す
る
場
合
、
申
請
に
よ
り
施
設

使
用
料
を
減
免
し
ま
す
。

対
象
団
体
／
市
内
に
住
所
を
有
し
、

会
員
が
10
人
以
上（
う
ち
60
歳
以
上

の
高
齢
者
が
お
お
む
ね
４
分
の
３
以

上
）で
、
高
齢
者
の
健
康
増
進
お
よ

び
介
護
予
防
に
役
立
つ
活
動
を
行
う

次
の
団
体

①�

高
齢
者
ク
ラ
ブ
連
合
会
お
よ
び
同

連
合
会
に
所
属
す
る
単
位
高
齢
者

ク
ラ
ブ

②
任
意
の
高
齢
者
団
体

対
象
施
設
／
高
齢
者
の
健
康
増
進
や

介
護
予
防
活
動
が
可
能
な
高
齢
者
福

祉
施
設
、
体
育
施
設
な
ど

減
免
割
合
／

①
全
額
減
免

②
５
割
減
免

※�

エ
ア
コ
ン
な
ど
の
付
属
設
備
使
用

料
は
減
免
対
象
外
で
す
。

申
請
開
始
／
３
月
15
日（
月
）～

申
請
方
法
／
本
庁
高
齢
・
介
護
福
祉

課
、
各
支
所
に
備
え
付
け
の
申
請
書

な
ど
に
必
要
事
項
を
明
記
の
上
、
直

接※�

申
請
内
容
を
審
査
し
、
減
免
が
適

当
と
認
め
た
団
体
に
は「
高
齢
者

団
体
認
定
書
」を
交
付
し
ま
す
。

公
共
施
設
の
使
用
申
し
込
み
の
際

に
、
必
ず
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

本
庁
高
齢
・
介
護
福
祉
課
高
齢

者
福
祉
Ｇ（

２
６
７
３
）ま
た
は
各

支
所

「
子
ど
も
医
療
給
付
制
度
」が

拡
充
さ
れ
ま
す

　

医
療
機
関
や
薬
局
を
自
己
負
担
無

し
で
受
診
で
き
る「
乳
幼
児
医
療
給

■発　行
薩摩川内市
〒895-8650　鹿児島県薩摩川内市神田町3-22
　　　　　　  0996（23）5111   0996（20）5570
　　　　　　  0996（22）8115（直通）
　　　　　　  ※音声案内後に内線番号を押してください。
閉庁日および時間外   0996（23）5115
■編　集
本庁企画政策部広報室（ 632・633）
koho@city.satsumasendai.lg.jp

■各支所など
樋脇支所　　〒895-1292　樋脇町塔之原1173
　　　　　　 �0996（37）3111��� 0996（37）2252
入来支所　　〒895-1492　入来町浦之名33
　　　　　　 �0996（44）3111��� 0996（44）3117
東郷支所　　〒895-1106　東郷町斧渕362
　　　　　　 �0996（42）1111��� 0996（42）0767
祁答院支所　〒895-1595　祁答院町下手67
　　　　　　 �0996（55）1111��� 0996（55）1021
里支所　　　〒896-1192　里町里1922
　　　　　　 �09969（3）2311��� 09969（3）2912
上甑支所　　〒896-1201　上甑町中甑481-1
　　　　　　 �09969（2）0001��� 09969（2）1490
下甑支所　　〒896-1696　下甑町手打819
　　　　　　 �09969（7）0311��� 09969（7）0753
鹿島支所　　〒896-1392　鹿島町藺牟田1457-10
　　　　　　 �09969（4）2211��� 09969（4）2672
消防局　　　〒895-0072　中郷町5031-1
　　　　　　 �0996（22）0119��� 0996（20）3430
水道局　　　〒895-0074　原田町22-10
　　　　　　 �0996（20）8500��� 0996（20）8512
■広報電話

0120（894）256
※夜間救急当番医や水道サービスセンターの情報が電話で確認できます。

やくしょにコール

保健センターで実施する保健事業
（3月9日（火）〜3月30日（火）分）

市民の動き（1月1日現在）

■総人口 93,581人（−���52人）
　男　性 45,070人（−���42人）
　女　性 48,511人（−���10人）
■世帯数 46,058世帯（−���47世帯）

※住民基本台帳人口

※（　）は前月に対する増減数です。

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、個別交付（要予約）
にも対応します。希望の方は、下記までご連絡ください。
※�上甑の母子健康手帳交付、下甑の母子健康手帳交付・健康相談（成
人・母子）については随時実施します。
※健康相談（成人・母子）は要予約
※�臨床心理士によるこころの健康相談の日程については、問い
合わせください。

問合先
■�市民健康課健康増進第 1・第 2G�
（川内保健センター内）（22）8811
■上甑・下甑支所

地　域 月　日 時　間 内　　容

川 内 毎 週 火 曜 日
（祝日を除く）

９:00 ～ ９:20
  （受付時間） 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 ～ 11:30 健 康 相 談（ 成 人・母 子 ）

樋 脇 ３ /24（ 水 ）

9:30 ～ 11:00 母 子 健 康 手 帳 交 付・ 
健康相談（成人・母子）東 郷 ３ /10（ 水 ）

祁答院 ３ /18（ 木 ）

上 甑 ３ / ９（ 火 ） 10:00 ～ 11:30 健康相談（母子）※予約不要

相
談

付
」制
度
を
、
本
年
４
月
診
療
分
か

ら「
子
ど
も
医
療
給
付
」制
度
に
改

め
、
対
象
者
を
市
町
村
民
税
非
課
税

世
帯
の
18
歳
ま
で
の
子
ど
も
に
拡
充

し
ま
す
。

　

新
規
対
象
者
で
、
制
度
を
利
用
す

る
方
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

給
付
資
格
対
象
者
／
子
ど
も
医
療
費

助
成
制
度
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

費
助
成
制
度
、
重
度
心
身
障
害
者
医

療
費
助
成
制
度
の
い
ず
れ
か
の
有
資

格
者
で
、
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

に
属
す
る
18
歳
ま
で（
18
歳
到
達
後

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）の
子
ど
も

開
始
日
／
令
和
３
年
４
月
１
日
診
療

分
か
ら

申
請
方
法
／
本
庁
子
育
て
支
援
課
ま

た
は
各
支
所
に
備
え
付
け
ま
た
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
申
請
書
に
必

要
事
項
を
明
記
の
上
、
対
象
者（
子

ど
も
）の
健
康
保
険
証
を
添
え
て
直

接
、
送
付

子
育
て
支
援
課
育
成
支
援
Ｇ

（

２
３
６
４
）

国
道
３
号
熊
本
方
面
行
き
車

線
の
通
行
規
制

時
／
３
月
15
日（
月
）８
時
～
７
月
20

日（
火
）17
時

内
容
／
国
道
３
号
の
尾
白
江
交
差
点

か
ら
熊
本
方
面
に
向
か
う
２
車
線

（
約
１
㎞
）の
補
修
工
事
を
行
い
ま

す
。
熊
本
方
面
に
向
か
う
国
道
３
号

か
ら
県
道
３
１
３
号
線
へ
下
り
る
道

路
、
県
道
３
１
３
号
線
よ
り
国
道
３

号
へ
上
る
道
路
が
通
行
止
め
に
な
り

ま
す
。（
詳
し
く
は
地
図
を
参
照
く
だ

さ
い
。）

※�

警
備
員
な
ど
の
指
示
に
従
っ
て
く

だ
さ
い
。

※�

南
国
交
通
の
南
部
循
環
線
東
回
り

の
バ
ス
は
、
迂う

回か
い

路
を
通
行
す
る

た
め「
中
福
良
」よ
り
先
の
停
留
所

に
お
い
て
、
６
分
程
度
遅
延
し
ま

す
。

※�「
西
ノ
平
」の
停
留
所
は
、
熊
本
方

面
に
約
１
０
０
ｍ
移
設
し
ま
す
。

九
州
地
方
整
備
局
鹿
児
島
国
道
事

務
所
阿
久
根
維
持
出
張
所

０
９
９（
２
１
６
）３
１
２
８

鹿
島
道
路
株
式
会
社
九
州
支
店
出

水
出
張
所

０
８
０（
８
５
７
６
）５
３
９
７

お
知
ら
せ

▲ 川内技術開発
センター HP

西ノ平バス停
（約100m移設）

●

●

車線規制

車線規制

↑ 至 熊本方面

尾白江交差点尾白江交差点セブンイレブンセブンイレブン

アイショップアイショップ 自衛隊入口交差点自衛隊入口交差点

313

…これまでどおり通行可能
…通行止め・車線規制区間
…対面通行区間

工事区間
（熊本方面行きのみ）

凡　　例

SATSUMASENDAI� INFORMATION…問合先　 …申込先・提出先・申請先　 …電話番号　 …内線　 �…FAX　  …メールアドレス
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